
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●窃盗【自転車盗】（朝霞市本町２丁目） 

２月２５日から３月８日のいずれかの日 朝霞市本町２丁目地内 

自宅マンション敷地内において、幼児・子供車が盗まれたもの。施錠あり。 

 

●部品ねらい（朝霞市根岸台８丁目） 

３月３日から３月８日のいずれかの日 朝霞市根岸台８丁目地内 

自宅敷地内において、電動自転車のバッテリーが盗まれたもの。 

 

●不審電話（朝霞市根岸台７丁目） 

３月６日 朝霞市根岸台７丁目地内 

通報者の携帯電話に、「〇〇さんですか」と電話があり、通報者がどなたですかと尋ねたとこ

ろ、「警視庁です、〇〇さんですか」と言われたが、怪しいと感じた通報者が更に「警視庁から

の 電話であることの証明はできますか」と尋ねたところ、一方的に電話を切られた為、警察

に通報したもの。 

 

●不審電話（朝霞市朝志ヶ丘１丁目） 

３月７日 朝霞市朝志ヶ丘１丁目地内 

固定電話に自動音声で「総務です。この電話は２時間後に使えなくなります。ご詳細は１番を

押してください」と電話があり、１番を押すと総務省を名乗る男が出て「愛媛県東ドコモショッ

プで平成２４年１１月５日に貴方名義で携帯電話が登録されました。その電話からいたずら電

話が多数あり被害届が出されています。愛知県警に連絡して不関係届を取ってもらいたい」

等言われたが、不審に思い「折り返すので電話番号を教えてください」と言うと男は 「総務省

は〇〇〇、愛媛県警は〇〇〇です」と言い電話を切ったもの。通報者は、言われた電話番号に

電話したところ、総務省は現在使用されていない電話、愛媛県警は「愛媛県警です」と電話 

に出たものの直ぐに電話を切り、ＮＴＴドコモとソフトバンクに確認の電話を入れ詐欺の電話

と判明したもの。 

 

●不審電話（朝霞市栄町４丁目） 

３月７日 朝霞市栄町４丁目地内 

携帯電話にいずれかの警察署職員を騙り「事件に使用された通帳と携帯が見つかった。捜査

内容を誰にもしゃべってはいけない。」との電話があったもの。 

 

●窃盗【自転車盗】（朝霞市大字浜崎） 

３月８日 朝霞市大字浜崎地内 

公共施設敷地内において、自転車（スポーツ車）が盗まれたもの。施錠なし。 
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彩夏ウボーイの 

あさか防犯ニュース 

彩夏(さいか)ウボーイが、埼玉県警察（犯罪情報官ＮＥＷＳ）・朝霞 
警察署からの地域防犯ニュースをお届けします。 
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●不審電話（朝霞市溝沼３丁目） 

３月８日 朝霞市溝沼３丁目地内 

総務省騙りで「２時間後に電話が使えなくなる」と電話があり、氏名と電話番号を聴取したと

ころ、早口で申し立て、電話が切られたもの。 

 

●不審電話（朝霞市宮戸２丁目） 

３月８日 朝霞市宮戸２丁目地内 

通信事業者騙りで、「２時間後に携帯電話を停止させる、電話番号と生年月日を教えてほし

い。」と言われたが、怪しいと思い電話を切ったもの。 

 

●器物損壊（朝霞市根岸台６丁目） 

３月９日 朝霞市根岸台６丁目地内 

極楽施設敷地内に駐輪していた原付バイクのハンドルロックが壊されたもの。 

 

●置引き（朝霞市膝折町２丁目） 

３月９日 朝霞市膝折町２丁目地内 

遊技場施設内において、遊技台に置いていた財布が盗まれたもの。 

 

●窃盗【自転車盗】（朝霞市青葉台１丁目） 

３月９日 朝霞市青葉台１丁目地内 

公園駐輪場に停めていた自転車（幼児・子供車）が盗まれたもの。施錠あり。 

 

 

今回は以上１１件でした。 


